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【小学校】                        （2014 年（平成 26 年）5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

児　童　数

学校名 普　通　学　級 特別支援学級 普通学級

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

1 東 43 60 51 51 67 47 319 3 2 3 2 0 0 10 329 2 2 2 2 2 2 12 2 14

2 西 67 71 68 51 59 54 370 4 7 5 3 4 5 28 398 2 3 2 2 2 2 13 6 19

3 南 41 39 49 56 49 51 285 1 0 1 0 2 1 5 290 2 2 2 2 2 2 12 2 14

4 霞 41 36 44 47 42 46 256 3 1 1 1 2 1 9 265 2 2 2 2 2 2 12 2 14

5 川口 91 97 90 80 96 86 540 2 6 1 6 4 4 23 563 3 3 3 2 3 3 17 5 22

6 手城 115 114 103 101 97 100 630 1 2 2 4 5 7 21 651 4 4 3 3 3 3 20 3 23

7 深津 84 83 80 75 69 74 465 6 1 0 2 4 2 15 480 3 3 2 2 2 2 14 3 17

8 樹徳 93 65 70 64 82 72 446 5 7 2 7 3 6 30 476 3 2 2 2 3 2 14 5 19

9 泉 38 53 42 54 61 41 289 1 0 3 1 0 1 6 295 2 2 2 2 2 2 12 2 14

10 旭 46 42 37 34 37 38 234 0 1 0 1 4 0 6 240 2 2 1 1 1 1 8 2 10

11 光 54 62 49 57 72 63 357 2 1 3 3 1 1 11 368 2 2 2 2 2 2 12 3 15

12 引野 44 57 43 51 52 49 296 2 2 4 4 7 3 22 318 2 2 2 2 2 2 12 4 16

13 蔵王 36 59 37 47 46 45 270 1 0 4 0 0 0 5 275 2 2 1 2 2 2 11 1 12

14 千田 92 99 102 105 94 119 611 2 6 3 2 1 2 16 627 3 3 3 3 3 3 18 4 22

15 御幸 117 129 127 141 114 119 747 9 7 5 8 1 7 37 784 4 4 4 4 3 3 22 7 29

16 津之郷 40 39 32 29 39 39 218 1 1 1 1 1 0 5 223 2 2 1 1 1 1 8 2 10

17 赤坂 30 32 42 44 50 38 236 3 2 4 0 0 1 10 246 1 1 2 2 2 1 9 3 12

18 瀬戸 80 71 68 71 84 87 461 4 3 3 1 6 6 23 484 3 3 2 2 3 3 16 4 20

19 熊野 29 18 20 18 19 24 128 0 0 0 0 0 0 0 128 1 1 1 1 1 1 6 0 6

20 水呑 125 111 102 112 102 117 669 7 6 3 3 5 3 27 696 4 4 3 3 3 3 20 4 24

21 箕島 24 21 16 23 18 20 122 0 0 0 0 0 0 0 122 1 1 1 1 1 1 6 0 6

22 高島 20 26 18 20 25 22 131 2 1 1 0 0 0 4 135 1 1 1 1 1 1 6 1 7

23 鞆 25 18 17 19 15 23 117 1 0 1 1 1 2 6 123 1 1 1 1 1 1 6 2 8

24 走島 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

25 大津野 46 54 51 37 51 47 286 3 2 1 4 3 4 17 303 2 2 2 1 2 2 11 3 14

26 坪生 109 114 96 127 117 106 669 1 4 1 3 3 5 17 686 4 4 3 4 3 3 21 3 24

27 春日 83 75 67 87 78 82 472 3 3 1 3 2 4 16 488 3 3 2 3 2 3 16 3 19

28 神村 67 58 57 70 63 53 368 5 2 2 2 2 0 13 381 2 2 2 2 2 2 12 3 15

29 本郷 26 25 24 19 22 21 137 1 1 0 2 1 0 5 142 1 1 1 1 1 1 6 2 8

30 東村 10 7 4 6 11 5 43 0 0 0 0 0 0 0 43 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 4 0 4

31 今津 51 51 48 57 56 46 309 1 3 1 3 2 1 11 320 2 2 2 2 2 2 12 3 15

32 松永 118 89 107 100 102 110 626 2 11 0 3 3 4 23 649 4 3 3 3 3 3 19 6 25

33 柳津 28 24 22 30 23 22 149 2 0 0 0 0 0 2 151 1 1 1 1 1 1 6 1 7

34 金江 11 17 17 25 23 24 117 1 0 0 0 1 0 2 119 1 1 1 1 1 1 6 1 7

35 藤江 15 19 11 17 16 12 90 0 0 0 1 1 1 3 93 1 1 1 1 1 1 6 2 8

36 伊勢丘 98 103 86 79 98 95 559 2 3 1 0 0 2 8 567 3 3 3 2 3 3 17 3 20

37 曙 82 89 58 64 85 91 469 5 3 0 3 1 5 17 486 3 3 2 2 3 3 16 3 19

38 多治米 67 72 78 73 69 60 419 11 6 4 5 3 4 33 452 2 3 2 2 2 2 13 5 18

39 旭丘 64 52 61 65 59 67 368 2 1 0 1 0 0 4 372 2 2 2 2 2 2 12 1 13

40 有磨 15 25 21 20 21 22 124 0 0 1 0 0 0 1 125 1 1 1 1 1 1 6 1 7

校
番

学級数

合計 合計
特別

支援

学級

○福山市立小中学校児童生徒数・学級数一覧 
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児　童　数

学校名 普　通　学　級 特別支援学級 普通学級

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

41 福相 22 23 25 37 30 32 169 0 1 0 1 2 1 5 174 1 1 1 1 1 1 6 2 8

42 山野 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0.5 0.5 3 0 3

44 広瀬 3 4 4 1 8 2 22 0 0 0 1 1 1 3 25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 4

45 加茂 88 120 77 111 105 117 618 6 3 9 8 5 7 38 656 3 4 2 3 3 3 18 5 23

46 宜山 34 47 44 50 39 43 257 0 0 0 2 1 1 4 261 1 2 2 2 1 2 10 2 12

47 駅家 118 112 106 129 113 117 695 4 11 6 7 4 3 35 730 4 4 3 4 3 3 21 5 26

48 服部 2 13 8 9 5 9 46 0 0 1 0 0 0 1 47 1 1 1 1 0.5 0.5 5 1 6

49 桜丘 33 46 22 37 38 48 224 2 3 2 1 1 0 9 233 1 2 1 1 1 2 8 2 10

50 緑丘 139 136 121 130 100 123 749 5 6 7 6 4 6 34 783 4 4 4 4 3 4 23 5 28

51 長浜 33 26 26 15 29 33 162 2 0 0 1 3 1 7 169 1 1 1 1 1 1 6 2 8

52 駅家東 62 50 61 46 61 50 330 1 2 0 1 1 5 10 340 2 2 2 2 2 2 12 2 14

53 西深津 43 62 48 46 51 39 289 4 4 1 0 2 1 12 301 2 2 2 2 2 1 11 3 14

54 野々浜 20 27 25 25 26 43 166 1 0 0 0 0 1 2 168 1 1 1 1 1 2 7 1 8

55 幕山 64 40 59 59 52 56 330 1 2 2 4 3 1 13 343 2 2 2 2 2 2 12 3 15

56 久松台 52 64 62 70 67 68 383 1 1 2 0 1 3 8 391 2 2 2 2 2 2 12 1 13

57 新涯 134 129 140 132 135 129 799 5 2 2 6 3 3 21 820 4 4 4 4 4 4 24 4 28

58 山手 59 51 69 48 46 61 334 2 1 1 2 1 1 8 342 2 2 2 2 2 2 12 2 14

59 日吉台 60 82 68 68 76 71 425 2 1 4 0 0 2 9 434 2 3 2 2 2 2 13 2 15

60 川口東 65 58 73 45 67 65 373 3 2 1 2 3 1 12 385 2 2 2 2 2 2 12 3 15

61 駅家西 55 54 40 62 59 55 325 7 0 1 3 3 0 14 339 2 2 1 2 2 2 11 3 14

62 大谷台 10 22 10 11 20 17 90 2 0 0 1 3 0 6 96 1 1 1 1 1 1 6 2 8

63 明王台 36 25 34 45 43 50 233 0 0 0 2 0 0 2 235 2 1 1 2 2 2 10 1 11

64 内浦 2 2 2 1 2 0 9 0 1 0 0 0 0 1 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 3 1 4

65 内海 7 5 6 3 10 8 39 0 2 3 0 1 0 6 45 1 1 0.5 0.5 1 1 5 2 7

66 常金丸 23 28 18 19 18 20 126 1 0 1 2 0 1 5 131 1 1 1 1 1 1 6 2 8

67 網引 36 49 55 51 54 51 296 3 2 1 2 4 0 12 308 2 2 2 2 2 2 12 3 15

68 新市 33 46 33 34 41 42 229 3 2 5 6 1 0 17 246 1 2 1 1 2 2 9 3 12

69 戸手 69 64 60 64 62 71 390 0 1 1 4 3 0 9 399 2 2 2 2 2 2 12 2 14

70 能登原 8 11 10 9 13 9 60 0 0 0 0 0 0 0 60 1 1 1 1 1 1 6 0 6

71 千年 69 43 48 50 57 58 325 2 0 1 4 0 1 8 333 2 2 2 2 2 2 12 2 14

72 常石 6 21 16 11 7 19 80 2 2 2 0 0 1 7 87 1 1 1 1 1 1 6 2 8

73 山南 15 24 28 21 18 24 130 0 0 0 0 0 0 0 130 1 1 1 1 1 1 6 0 6

74 神辺 80 85 70 74 79 89 477 4 7 4 4 2 5 26 503 3 3 2 2 2 3 15 4 19

75 竹尋 23 34 26 39 37 33 192 2 3 0 0 0 1 6 198 1 1 1 1 1 1 6 2 8

76 御野 50 50 41 50 57 52 300 1 1 1 0 4 1 8 308 2 2 2 2 2 2 12 2 14

77 湯田 135 125 145 140 122 122 789 5 2 6 2 7 3 25 814 4 4 4 4 4 4 24 4 28

78 中条 25 19 26 32 35 31 168 0 2 0 1 0 0 3 171 1 1 1 1 1 1 6 2 8

80 道上 92 96 79 75 78 65 485 1 1 1 0 2 1 6 491 3 3 2 2 2 2 14 2 16

総  計 4071 4169 3901 4075 4144 4161 24521 171 160 127 153 138 134 883 25404 153 156 136 139 141 144 869 192 1061

校
番

学級数

合計 合計
特別

支援

学級
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【中学校】                        （2014 年（平成 26 年）5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計

1 東 174 169 186 529 1 9 2 12 541 5 5 5 15 3 18

2 城北 248 244 228 720 7 11 5 23 743 7 7 6 20 4 24

3 城南 258 231 244 733 10 5 3 18 751 7 6 7 20 4 24

4 鷹取 108 110 126 344 3 1 2 6 350 3 3 4 10 1 11

5 城東 145 141 147 433 2 3 2 7 440 4 4 4 12 2 14

6 幸千 206 185 182 573 6 7 0 13 586 6 5 5 16 3 19

7 済美 125 153 151 429 3 5 1 9 438 4 4 4 12 2 14

8 向丘 124 105 135 364 2 4 7 13 377 4 3 4 11 3 14

9 鞆 20 27 17 64 0 0 0 0 64 1 1 1 3 0 3

10 走島 0 0 2 2 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 2

11 鳳 138 98 123 359 0 0 0 0 359 4 3 4 11 0 11

12 培遠 152 152 96 400 3 3 0 6 406 4 4 3 11 2 13

13 大成館 135 136 137 408 4 4 2 10 418 4 4 4 12 2 14

14 松永 100 77 93 270 3 0 4 7 277 3 2 3 8 1 9

15 精華 55 60 47 162 3 1 1 5 167 2 2 2 6 2 8

16 中央 114 86 102 302 5 3 5 13 315 3 3 3 9 3 12

17 芦田 54 69 51 174 1 0 2 3 177 2 2 2 6 2 8

18 山野 0 3 3 6 0 0 0 0 6 0 1 1 2 0 2

19 広瀬 5 6 8 19 0 0 0 0 19 1 1 1 3 0 3

20 加茂 98 95 99 292 0 3 3 6 298 3 3 3 9 2 11

21 駅家 116 116 133 365 8 2 5 15 380 3 3 4 10 3 13

22 誠之 194 231 167 592 2 1 3 6 598 5 6 5 16 1 17

23 城西 90 85 96 271 2 1 0 3 274 3 3 3 9 1 10

24 大門 127 128 130 385 0 0 0 0 385 4 4 4 12 0 12

25 一ツ橋 89 102 91 282 3 4 2 9 291 3 3 3 9 2 11

26 東朋 145 143 165 453 4 5 4 13 466 4 4 5 13 2 15

27 駅家南 130 142 153 425 5 4 1 10 435 4 4 4 12 2 14

28 内海 5 3 9 17 0 0 0 0 17 1 1 1 3 0 3

29 常金 19 22 29 70 1 0 0 1 71 1 1 1 3 1 4

30 新市中央 158 118 162 438 4 1 7 12 450 4 3 5 12 2 14

31 福山 119 117 119 355 0 0 0 0 355 3 3 3 9 0 9

32 千年 60 95 81 236 0 2 0 2 238 2 3 3 8 1 9

33 至誠 38 44 35 117 0 0 0 0 117 1 2 1 4 0 4

34 神辺 175 207 192 574 3 2 5 10 584 5 6 5 16 2 18

35 神辺東 89 93 96 278 0 1 2 3 281 3 3 3 9 1 10

36 神辺西 107 96 92 295 0 3 2 5 300 3 3 3 9 1 10

3920 3889 3926 11735 85 85 71 241 11977 116 115 120 351 56 407総  計

普通学級 特別支援学級
合計

普通学級 特別
支援
学級

合計

校
番

学校名

生徒数 学級数
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  学校教育法施行規則第 41 条において，「小学校の学級数は，12 学級以上 18 学級以下

を標準とする。ただし，地域の実態その他により特別の事情があるときは，この限りで

はない。」（第 79 条で中学校に準用）とされており，義務教育諸学校等の施設費の国庫

負担等に関する法律施行令にも同様に規定されている。さらに，5 学級以下の学校と 12

学級～18 学級の範囲にある学校とを統合する場合には，24 学級まで適正な学校規模と示

している。 

なお，1984 年（昭和 59 年）の文部省助成課資料「これからの学校施設づくり」による

と，11 学級以下の学校は小規模校，5学級以下の学校は過小規模校とされている。一方，

25 学級以上の学校は大規模校，31 学級以上の学校は過大規模校とされている。 

 

 

 

  （単位：学級） 

規  模 過小規模 小規模 

適正規模 

大規模 過大規模 

  統合の場合 

全学級数 1～5 6～11 12～18 19～24 25～30 31～ 

１学年の 小学校     2～3   ～4     

学級数 中学校     4～6 ～8     

 

 

 

資料２ ○法令上の学校規模 
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学校の適正配置に関して都道府県・市町村が作成している計画等を参考に文部科学省において 

作成。 

 小規模校化 大規模校化 

メリット デメリット メリット デメリット 

【学習面】 ○児童・生徒の一

人ひとりに目が

届きやすく，きめ

細かな指導が行

いやすい。 

○集団の中で，多

様な考え方に触れ

る機会や学びあい

の機会，切磋琢磨

する機会が少なく

なりやすい。 

○集団の中で，多

様な考え方に触

れ，認め合い，協

力し合い，切磋琢

磨することを通じ

て，一人ひとりの

資質や能力をさら

に伸ばしやすい。 

○全教職員による

各児童・生徒一人

ひとりの把握が難

しくなりやすい。 

○学校行事や部

活動等において，

児童・生徒一人ひ

とりの個別の活

動機会を設定し

やすい。 

○運動会などの学

校行事や音楽活動

等の集団教育活動

に制約が生じやす

い。 

○中学校の各教科

の免許を持つ教員

を配置しにくい。 

○児童・生徒数，

教職員数が少ない

ため，グループ学

習や習熟度別学

習，小学校の専科

教員による指導な

ど，多様な学習・

指導形態を取りに

くい。 

○運動会などの学

校行事や音楽活動

等の集団教育活動

に活気が生じやす

い。 

○中学校の各教科

の免許を持つ教員

を配置しやすい。 

○児童・生徒数，

教員数がある程度

多いため，グルー

プ学習や習熟度別

学習，小学校の専

科教員による指導

など，多様な学

習・指導形態を取

りやすい。 

○学校行事や部活

動等において，児

童・生徒一人ひと

りの個別の活動機

会を設定しにく

い。 

 ○部活動等の設置

が限定され，選択

の幅が狭まりやす

い。 

○多様な種類の部

活動等の設置が可

能となり，選択の

幅が広がりやす

い。 

 

 

 

 

 

資料３ ○学校規模によるメリット・デメリット 
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 小規模校化 大規模校化 

メリット デメリット メリット デメリット 

【生活面】 ○児童・生徒相互

の人間関係が深

まりやすい。 

○異学年間の縦

の交流が生まれ

やすい。 

○クラス替えが困

難なことから，人

間関係や相互の評

価等が固定化しや

すい。 

○集団内の男女比 

に極端な偏りが生

じやすくなる可能

性がある。 

○切磋琢磨する機

会等が少なくなり

やすい。 

○クラス替えがし

やすいことなどか

ら，豊かな人間関

係の構築や多様な

集団の形成が図ら

れやすい。 

○切磋琢磨するこ

と等を通じて，社

会性や協調性，た

くましさ等を育て

やすい。 

○全教職員による

各児童・生徒一人

ひとりの把握が難

しくなりやすい。 

【学校運営面・ 

 財政面】 

○全教職員間の

意思疎通が図り

やすく，相互の連

携が密になりや

すい。 

○学校が一体と

なって活動しや

すい。 

○教職員数が少な

いため，経験，教

科，特性などの面

でバランスの取れ

た配置を行いにく

い。 

○学年別や教科別

の教職員同士で，

学習指導や生徒指

導等についての相

談・研究・協力・

切磋琢磨等が行い

にくい。 

○一人に複数の校

務分掌が集中しや

すい。 

○教員の出張，研

修等の調整が難し

くなりやすい。 

○教員数がある程

度多いため，経験，

教科，特性などの

面でバランスの取

れた教員配置を行

いやすい。 

○学年別や教科別

の教職員同士で，

学習指導や生徒指

導等についての相

談・研究・協力・

切磋琢磨が行いや

すい。 

○校務分掌を組織

的に行いやすい。 

 

○出張，研修等に

参加しやすい。 

○教職員相互の連

絡調整が図りづら

い。 

○施設・設備の利

用時間等の調整

が行いやすい。 

○子ども一人あた

りにかかる経費が

大きくなりやす

い。 

○子ども一人あた

りにかかる経費が

小さくなりやす

い。 

○特別教室や体育

館等の施設・設備

の利用の面から，

学校活動に一定の

制約が生じる場合

がある。 



 

7 
 

 

 小規模校化 大規模校化 

メリット デメリット メリット デメリット 

【その他】 

 

 

 

 

○保護者や地域

社会との連携が

図りやすい。 

○ＰＴＡ活動等に

おける保護者一人

あたりの負担が大

きくなりやすい。 

○ＰＴＡ活動等に

おいて，役割分担

により，保護者の

負担を分散しやす

い。 

○保護者や地域社

会との連携が難し

くなりやすい。 

 



学年 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

平均値 6.8 4.7 4.5 6.9 4.9 5.6

Mini 0 0 0 0 0 0

Max 13 10 8 13 10 10

平均値 22.9 22.4 24.7 25.1 24.6 24

Mini 17 11 10 8 12 8

Max 33 35 39 40 40 33

平均値 28.4 28.4 31.2 31.8 30.7 31.3

Mini 18 18 22 21 21 22

Max 35 35 39 40 40 40

大規模校（１校） 平均 33 28.4 33 33.5 33 33.8

規模 学年 1年 ２年 ３年

平均値 18.3 16.8 15.9

Mini 2 3 4

Max 30 35 37

平均値 33.8 31.9 33.5

Mini 27 26 24

Max 40 40 40

平均値 36.2 35.9 35.7

Mini 32 32 32

Max 39 39 40

○中学校　規模別・学年別の１学級の生徒数
（規模別人数/平均値・最小値(Mini)・最大値(Max)）

○児童生徒数の状況

　　小規模校　　：全学級数　　６～１１学級
　　適正規模校　：全学級数　１２～２４学級
　　大規模校　　：全学級数　２５～３０学級

■小学校１学級の児童数の状況

○小学校　規模別・学年別の１学級の児童数
（規模別人数/平均値・最小値(Mini)・最大値(Max)）

（単位：人）

規模

（２０１３年（平成２５年）５月１日現在）

過小規模校（８校）

小規模校（２６校）

適正規模校（４３校）

　　過小規模校　：全学級数　　１～　５学級

適正規模校（１２校）

過小規模校（８校）

小規模校（１６校）

（単位：人）

■中学校１学級の生徒数の状況

資料４
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（１）調査目的 

小中一貫教育を進める上での望ましい学校教育環境のあり方を検討するにあたり，学校現場で直接 

教育に携わる教職員の意見を踏まえ，検討を進める参考とするためアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査対象 

 福山市公立小中学校（小学校７８校・中学校３６校） 

   ① 校長，教頭，主幹教諭，教務主任，生徒指導主事 

    ※調査対象全校から回答を回収 

② 若手教員（学級を担任する２０代～３０代）２名程度 

    ※２０代～３０代の教員が勤務していない学校は，４０代以上の教員 

※調査対象校のうち，小学校７７校・中学校全校から回答を回収 

 

（３）調査方法 

電子メールによる調査票の配布 

電子メール又は市内の逓送便による回収 

 

（４）調査期間 

① ２０１４年（平成２６年）２月２７日（木）～３月１４日（金） 

② ２０１４年（平成２６年）３月２８日（金）～４月１１日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ ○望ましい学校規模等に関するアンケート調査 
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（５）調査結果【概要】 

小 学 校 

１ 1 学年あたりの望ましい学級数 

「２学級」（５６．０％）及び「３学級」（４１．４％）の回答で９割以上（９７．４％）となっ

た。なお，「1 学級」と回答した教員はとほとんどいない（０．９％）。 

 

 ２ 望ましい学級数を選択した理由 

  １学年２学級 １学年３学級 総 計 

クラス替え⇒新しい人間関係や社会性 133 154 292 

同学年教員相互の研修・評価・協力が期待 120 128 254 

関わり密⇒行き届いた指導 132 36 177 

１教員当たりの校務分掌が適当 62 88 155 

児童相互認知⇒集団性 99 43 150 

学校行事等が運営しやすい 82 49 134 

クラス相互の児童刺激⇒学力向上 56 64 122 

運動場・施設・教材等の利用容易 96 16 118 

その他 1 2 4 

回答なし 5 2 19 

総   計 786 582 1,425 

※選択した理由（最大３件まで）の件数を集計したもの 

 

３ 学校運営や子どもたちとの関わりの中における良い面・課題等 

（５学級以下）人間関係の固定化，競争心や向上心を持ちにくい，社会性が育ちにくい，教科指導等

の具体的内容の相談が困難 など 

（適正規模） 多様な人間関係が構築できる，学年・学級ごとに競い合える，教員の人材育成を行う

上で適した規模である など 

（19 学級以上）他クラスの状況を把握できない，全職員で統一した取組が困難 など 

 

４ 単学級（1学年あたり１学級）以下の学校における長所及び短所 

長所では，「児童一人ひとりに目が行き届きゆとりある教育」が最も多く，次いで「行事などで

の児童一人ひとりの活躍の場の提供」「体育館など施設が比較的利用しやすい」などの３項目で９

割以上（９４．９％）を占めている。 

短所では，「クラス替えがないため人間関係が固定化」が最も多く，「集団活動で得られる協調性

や競争力が生かされにくい」，「教員数が少なく学校行事運営が行いにくい」の３項目で９割以上（９

６．０％）を占めている。 

 

 ５ 学校規模が教育効果を高めるための大きな条件だと思うか 

「非常に大きい」，「大きい」を合わせて７割（７０．０％）を占めている。 

 

６ １学級あたりの望ましい児童数及びその理由 

「２６~３０人」が約半数（４９．２％），次いで「２１~２５人」が約４割（４０．１％）とな

っている一方で，「１０人以下」はなく，また「１１～２０人」との回答も極めて少数（３．８％）

であった。 

選択理由は，「丁寧な学習指導」が最も多く，「児童の行動が把握しやすい」，「集団の中で様々な

役割分担を体験させることができる」の回答で７割以上（７３．３％）を占めている。 
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中 学 校 

１ 1 学年あたりの望ましい学級数 

「４学級」が最多で，次いで「３学級」が多く，両者で約９割（９０．１％）を占める。なお，

「１学級」「２学級」を回答した教員はほとんどいない（１．８%）。 

 

 ２ 望ましい学級数を選択した理由 

 １学年３学級 １学年４学級 総 計 

生徒相互認知⇒集団性 52 46 102 

学校行事等が運営しやすい 25 72 104 

関わり密⇒行き届いた指導 45 45 96 

クラス替え⇒新しい人間関係や社会性 33 57 103 

クラス相互の生徒刺激⇒学力向上 20 34 62 

１教員当たりの校務分掌が適当 12 40 61 

運動場・施設・教材等の利用容易 19 28 51 

同学年教員相互の研修・評価・協力が期待 15 28 49 

生徒が多様な部活動を選択可能 4 20 30 

その他   1 1 

回答なし   4 7 

総 計 225 375 666 

※選択した理由（最大３件まで）の件数を集計したもの 

  
３ 学校運営や子どもたちとの関わりの中における良い面・課題等 

（５学級以下）人間関係の固定化，競争心や高い目標意識を持ちにくい，社会性が育ちにくい，部活

動が成立しにくい，教科の進め方の相談が困難 など 

（適正規模） 毎年クラス替えができ社会性を身につけられる，互いに競い合い，支え合うことがで

きる，同学年の教員の指導が受けられる など 

（19 学級以上）部活動の場所確保ができない，授業に出ない学級との関わりが希薄 など 

 

４ 単学級（1学年あたり１学級）以下の学校における長所及び短所 

長所では，「生徒一人ひとりに目が行き届きゆとりある教育」が最も多く，次いで「行事などで

の生徒一人ひとりの活躍の場の提供」「体育館など施設が比較的利用しやすい」の３項目で９割以

上（９５．９％）を占めている。 

短所では，「クラス替えがないため人間関係が固定化」が最も多く，以下，「集団活動で得られる

協調性や競争力が生かされにくい」，「運動会など学校行事が活性化しにくい」の３項目で９割以上

（９５．０％）を占めている。 

 

 ５ 学校規模が教育効果を高めるための大きな条件だと思うか 

「非常に大きい」，「大きい」を合わせて約８割（７８．４％）を占めている。 

 

６ １学級あたりの望ましい生徒数及びその理由 

「２６~３０人」が約半数（５５．４％），「３１~３５人」（２５．７％）との２項目で全体の８

割（８１．１％）を占めている一方で，「１０人以下」の回答はなく，「１１～２０人」の回答も極

めて少数（４．５％）であった。 

選択理由は，「丁寧な学習指導ができる」，「生徒の行動が把握しやすい」，「集団の中で様々な役

割分担を体験させることができる」の３項目で，７割以上（７４．６％）を占めている。 

 



（６） 集計結果

若手教員 管理職等 計 若手教員 管理職等 計
ア　１学年あたりの望ましい学級数について

① １学年あたり１学級 1 3 4 1 0 1
② １学年あたり２学級 71 191 262 0 3 3
③ １学年あたり３学級 73 121 194 23 52 75
④ １学年あたり４学級　　　　　（小学校の場合４学級以上） 2 3 5 36 89 125
⑤ １学年あたり５学級　　　　　　　　　　　（中学校のみ） - - - 6 4 10
⑥ １学年あたり６学級　　　　　　　　　　　（中学校のみ） - - - 3 2 5
⑦ １学年あたり７学級以上　　　　　　　　　（中学校のみ） - - - 0 0 0
⑧ その他 1 2 3 0 3 3

計 148 320 468 69 153 222

イ　｢ア｣を選択した理由について
① 教員と児童・生徒の関わりが密になり，行き届いた指導ができる。 59 118 177 31 65 96
② 運動場や施設・教材教具等が利用しやすい。 36 82 118 13 38 51
③ 児童・生徒がお互いを知ることができ，集団としてのまとまりがよい。 45 105 150 30 72 102
④ 学校行事等の運営がしやすい。 54 80 134 36 68 104
⑤ 教員１人あたりの校務分掌が適当。 44 111 155 18 43 61
⑥ クラス替えにより，新しい人間関係や社会性を身につけることが期待できる。 89 203 292 38 65 103
⑦ クラス相互に児童・生徒が刺激し合い，学力を向上させることができる。 38 84 122 18 44 62
⑧ 同学年の教員相互の研修や評価・協力が期待できる。 77 177 254 12 37 49
⑨ 生徒が多様な部活動を選択できる。 - - - 8 22 30
⑩ その他 0 4 4 0 1 1

計 442 964 1406 204 455 659

ウ　単学級（１学年あたり１学級）以下の学校における長所について
① 児童・生徒一人ひとりに教員の目が行き届き，ゆとりある教育が受けられる。 76 150 226 51 116 167
② 行事などで児童・生徒一人ひとりに活躍の場が多く与えられる。 40 118 158 10 23 33
③ 特別支援教室や体育館などの施設が比較的利用しやすい。 19 43 62 4 8 12
④ クラス替えがないため，児童・生徒同士が親密になれる。 12 6 18 2 3 5
⑤ その他 1 5 6 1 3 4

計 148 322 470 68 153 221

エ　単学級（１学年あたり１学級）以下の学校における短所について
① 運動会などの学校行事が活性化しにくい。 12 7 19 10 9 19
② クラス替えがないため，人間関係が固定化してしまう。 106 243 349 35 101 136
③ 教員数が少ないため，学校行事などの運営が円滑に行いにくい。 17 14 31 6 4 10
④ 集団活動で養われる協調性や競争力が生かされにくい。 13 58 71 17 39 56
⑤ その他 0 0 0 1 0 1

計 148 322 470 69 153 222

オ　学校規模が教育効果を高めるための大きな条件だと思うかについて
① 非常に大きな条件だと思う。 21 47 68 14 28 42
② 大きな条件だと思う。 81 180 261 43 89 132
③ あまり大きな条件だとは思わない。 32 67 99 8 25 33
④ 全く関係ないと思う。 1 3 4 0 1 1
⑤ どちらともいえない。 13 25 38 4 9 13
⑥ その他 0 0 0 0 1 1

計 148 322 470 69 153 222

カ　１学級あたりの望ましい児童数について
① １０人以下 0 0 0 0 0 0
② １１～２０人 6 12 18 4 6 10
③ ２１～２５人 63 126 189 7 22 29
④ ２６～３０人 69 163 232 32 91 123
⑤ ３１～３５人 9 22 31 24 33 57
⑥ ３６～４０人 0 0 0 2 1 3
⑦ その他 1 0 1 0 0 0

計 148 323 471 69 153 222

キ　｢カ｣を選択した理由について
① 丁寧な学習指導ができる。 135 273 408 48 138 186
② 児童・生徒の行動が把握しやすい。 118 236 354 54 121 175
③ クラスとしての一体感が深まる。 44 85 129 21 46 67
④ お互いに学力を高め合うことができる。 28 122 150 16 36 52
⑤ 社会性を身に付ける機会に恵まれる。 21 67 88 17 24 41
⑥ 集団の中で様々な役割分担を体験させることができる。 94 175 269 46 86 132
⑦ その他 3 6 9 2 6 8

計 443 964 1407 204 457 661

小学校 中学校
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ア 情報機器等の整備状況 

Ⅰ パソコン教室整備（２００９年（平成２１年）以降） 

■普通規模校 

児童用２０台＋教員用１台 ･･････７１校  

生徒用２０台＋教員用１台 ･･････３２校 

■小規模校 

      児童生徒用１０台＋教員用１台 ･･･････４校(東村小，内海小，能登原小，広

瀬中) 

        児童生徒用  ７台＋教員用１台 ･･･････４校(山野小，広瀬小，走島小中併用) 

      児童生徒用 ５台＋教員用１台 ･･･････３校(内浦小，山野中，内海中)  

Ⅱ 教職員用パソコン１人１台整備（約２,５００台） 

Ⅲ 職員室内の情報共有機器整備及び教育委員会からの遠隔監視システム整備 

Ⅳ 児童生徒用，校務用パソコン WindowsXP 更新終了（２０１４年２月末） 

 

イ 情報教育について 

Ⅰ パソコン教室における，ネットワークを活用した学習支援ソフトの活用 

    ５教科（国・算・理・社・英）のドリル学習を行うソフトウェア 

Ⅱ 情報モラル教育 

   インターネットや，メール利用に係るモラル教育 

   著作権，肖像権などの情報の取り扱いルールについての教育 

Ⅲ 理科教育の充実のための教材提示装置と高照度プロジェクタの整備 

（２０１３年度中学校理科室５校，小学校理科室１校整備 年次計画で全校理科

室整備予定） 

【活用例】 

顕微鏡の各部を大きく見せて機能を説明し，実際の操作の動きを大きく見せて

指導する。 

また，実験結果を大きくみせて全体で共有し，ディスカッションを行う。 

 

資料６ ○市内小中学校における情報化の現状 
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（２０１４年（平成２６年）６月５日現在） 

（単位：人） 

活動内容 
小学校 

７８校 

中学校 

３６校 

児童生徒の登下校，校外学習に係る安全・防犯活

動 
５,１８６ ４０ 

総合的な学習の時間に係る支援 １,３９２ ９０ 

読書，読み聞かせ ７９２ １０５ 

学校図書館業務支援及び図書整理 ４８６ ３２ 

情報教育支援 ４１ １０ 

英語活動支援（小学校） ７３ ― 

クラブ活動（小学校）・部活動（中学校）支援 ４０２ ９８ 

学校関係者評価 ２３３ １５０ 

その他 １,１０２ １３７ 

合計 

（実登録） 

９,７０７ 

（８,９５７） 

６６２ 

（６０９） 

平均 

（実登録） 

１２４ 

（１１５） 

１８ 

（１７） 

＊その他：環境整備（植木剪定・花壇整備），学習支援，教材作成，実習・実技の補助，校

外学習引率，補充学習等 

資料７ ○スクールサポートボランティア事業登録状況 
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◎食育基本法（平成十七年法律第六十三号）（抜粋） 

 

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未

来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身

の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切で

ある。 

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも

「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知

識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食

育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なもの

であるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、

生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものであ

る。 

（略） 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の

様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切

な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践

するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推

進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関

する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつな

がることも期待される。 

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体

及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 

 

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成） 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行

資料８ ○学校給食関係法令 
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われなければならない。 

 

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割） 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有し

ていることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保

育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に

取り組むこととなるよう、行われなければならない。 

 

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践） 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる

場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行う

とともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深め

ることを旨として、行われなければならない。 

 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」とい

う。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教

育関係者等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割に

かんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食

育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよ

う努めるものとする。 

 

（学校、保育所等における食育の推進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する

活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長

が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、

食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果

たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育
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所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等に

おける実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食

に関する理解の促進、過度の痩
そう

身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識

の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

◎学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）（抜粋） 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、

かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果

たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実

施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を

図ることを目的とする。 

 

（学校給食の目標） 

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現す

るために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができ

る判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及

び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深

め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

（定義） 

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教

育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 

２ この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に

規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは
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中学部をいう。 

 

（義務教育諸学校の設置者の任務） 

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施される

ように努めなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の任務） 

第五条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければ

ならない。 

 

（学校給食実施基準） 

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校

給食を適切に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）につい

て維持されることが望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」という。）を定

めるものとする。 

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な

学校給食の実施に努めるものとする。 
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◎中学校学習指導要領（平成二十年文部科学省告示第二十八号）（抜粋） 

 

第２章 各教科 

第７節 保健体育 

第１ 目標 

心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を

通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のため

の実践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

第２ 各分野の目標及び内容 

  〔保健分野〕 

１ 目標 

個人生活における健康・安全に関する理解を通して，生涯を通じて自らの健康を適

切に管理し，改善していく資質や能力を育てる。 

２ 内容 

 (1)～(3) （略） 

(4) 健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるようにする。 

ア （略） 

イ 健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた食事，運動，休養及び睡眠の

調和のとれた生活を続ける必要があること。また，食事の量や質の偏り，運動不

足，休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れは，生活習慣病などの要因となるこ

と。 

ウ～カ （略） 

 

第８節 技術・家庭 

第１ 目標 

生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して，生活と技術とのかかわり

について理解を深め，進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。 

第２ 各分野の目標及び内容 
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〔家庭分野〕 

１ 目標 

衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して，生活の自立に必要な基礎

的・基本的な知識及び技術を習得するとともに，家庭の機能について理解を深め，こ

れからの生活を展望して，課題をもって生活をよりよくしようとする能力と態度を育

てる。 

２ 内容 

A 家族・家庭と子どもの成長 （略） 

B 食生活と自立 

(1) 中学生の食生活と栄養について，次の事項を指導する。 

ア 自分の食生活に関心をもち，生活の中で食事が果たす役割を理解し，健康に

よい食習慣について考えること。 

イ 栄養素の種類と働きを知り，中学生に必要な栄養の特徴について考えること。 

(2) 日常食の献立と食品の選び方について，次の事項を指導する。 

ア 食品の栄養的特質や中学生の１日に必要な食品の種類と概量について知るこ

と。 

イ 中学生の１日分の献立を考えること。 

ウ 食品の品質を見分け，用途に応じて選択できること。 

(3) 日常食の調理と地域の食文化について，次の事項を指導する。 

ア 基礎的な日常食の調理ができること。また，安全と衛生に留意し，食品や調

理用具等の適切な管理ができること。 

イ 地域の食材を生かすなどの調理を通して，地域の食文化について理解するこ

と。 

ウ 食生活に関心をもち，課題をもって日常食又は地域の食材を生かした調理な

どの活動について工夫し，計画を立てて実践できること。 

 

第５章 特別活動 

第１ 目標 
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望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団や社会

の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとと

もに，人間としての生き方についての自覚を深め，自己を生かす能力を養う。 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

〔学級活動〕 

１ 目標 

学級活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員として学級や学校にお

けるよりよい生活づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度

や健全な生活態度を育てる。 

２ 内容 

学級を単位として，学級や学校の生活の充実と向上，生徒が当面する諸課題への対

応に資する活動を行うこと。 

(1) （略） 

(2) 適応と成長及び健康安全 

ア～ク （略） 

ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 

(3) （略） 
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◎第２次食育推進基本計画（抜粋） 

 

第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．重点課題 （略） 

２．基本的な取組み方針 

(1)～(3) （略） 

(4) 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

我が国の未来を担う子どもの食育の推進は、健全な心身と豊かな人間性をはぐくんで

いく基礎をなすものであり、子どもの成長、発達に合わせた切れ目のない推進が重要で

ある。 

そこで、父母その他の保護者や教育、保育に携わる関係者等の意識の向上を図るとと

もに、相互の密接な連携の下、家庭、学校、保育所、地域社会等の場で子どもが楽しく

食について学ぶことができるような取組が積極的になされるよう施策を講じる。 

その際は、健全な食習慣や食の安全観を確立していく中で、食に関する感謝の念や理

解、食品の内容に関する安全知識、社会人として身に付けるべき食事の際のマナー等食

に関する基礎の習得について配意する。 

(5) 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

食は、観念的なものではなく、日々の調理や食事等と深く結び付いている極めて体験

的なものである。 

そこで、食との関係が最終段階での消費のみにとどまることが多い都市生活者を始め

として、多くの国民が食料の生産から消費等に至るまでの食に関する体験活動に参加す

るとともに、意欲的に食育の推進のための活動を実践できるよう施策を講じる。 

 （略） 

 

第２ 食育の推進の目標に関する事項 

１．目標の考え方 （略） 

２．食育の推進に当たっての目標 

(1)～(3) （略） 
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(4) 学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 

学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用すること

は、地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や、食に

関する感謝の念をはぐくむ上で重要であるほか、地産地消の有効な手段であるため、学

校給食において都道府県単位での地場産物を使用する割合の増加を目標とする。具体的

には、平成１６年度に全国平均で２１％となっている割合（食材ベース）について、平

成２２年度までに３０％以上とすることを目指していたが、目標を達成していないため、

引き続き２７年度までに３０％以上とすることを目指す。また、各都道府県内において

当該都道府県産の農林水産物の供給が不足している場合に国内産の農林水産物を活用し

ていくことも前述の学校給食に地場産物を使用する目的に鑑みれば有効であり、新たに

学校給食における国産の食材を使用する割合の増加も目標として追加する。具体的には、

平成２４年度において全国平均７７％となっている割合（食材ベース）について、平成

２７年度までに８０％以上とすることを目指す。 

 （略） 

 

第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

１．家庭における食育の推進 （略） 

２．学校、保育所等における食育の推進 

(1) 現状と今後の方向性 

社会状況の変化に伴い、子どもたちの食の乱れや健康への影響がみられることから、

学校、保育所等は、子どもへの食育を進めていく場として大きな役割を担っており、学

校や保育所等の関係者にはあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育の推

進に努めることが求められている。 

また、子どもへの食育は家庭の食育への良き波及効果をもたらすことが期待できる。 

このため、家庭や地域と連携を深めつつ、学校、保育所等において十分な食育がなさ

れるよう、適切な取組を行うことが必要である。 

従来、栄養分野においては、栄養不足の観点が強調され、栄養の過剰摂取の視点がや

や欠けていたとの指摘を踏まえ、生活習慣病の予防の立場から、適切なバランス確保に
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留意することが重要である。 

(2) 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（食に関する指導の充実） 

新しい学習指導要領の総則に「学校における食育の推進」が明記され、各教科等でも

食育に関する記述が充実された。また、幼稚園教育要領においても、食育に関する記述

が充実された。これらを踏まえ、給食の時間、家庭科や体育科を始めとする各教科、総

合的な学習の時間など、学校教育活動全体を通じて学校における食育を組織的・計画的  

に推進する。 

栄養教諭は、学校全体の食に関する指導計画の策定、教職員間や家庭との連携・調整

等において中核的な役割を担う職であり、各学校における指導体制の要として、食育を

推進していく上で不可欠な教員である。すべての児童生徒が、栄養教諭の専門性をいか

した食に関する指導を受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発

等を通じて、学校栄養職員の栄養教諭への速やかな移行を図るなど配置の促進に努める。 

学校教育活動全体で食育の推進に取り組むためには、各学校において食育の目標や具

体的な取組についての共通理解をもつことが必要である。このため、学校長や他の教職

員への研修の充実等、全教職員が連携・協力した食に関する指導体制を充実するための

取組を促進する。 

また、食に関する指導の時間が十分確保されるよう、栄養教諭を中心とした教職員の

連携・協力による学校の食に関する指導に係る全体計画の作成を推進する。 

地域の生産者団体等と連携し、農林漁業体験や食品の調理に関する体験等、子どもの

様々な体験活動を推進するとともに、体験活動の円滑な実施を促進するため、指導者に

対する研修を実施する。 

学校教育以外でも、食料の生産・流通・消費に対する子どもの関心と理解を深めるた

め、行政関係者、関係団体等と連携し、子どもへの体験学習を推進する。 

効果的な食育の推進を図るために、各地域において、学校長のリーダーシップの下、

栄養教諭を中核として、学校、家庭、ＰＴＡ、関係団体等が連携・協力した取組を推進

するとともに、その成果を広く周知・普及する。 
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（学校給食の充実） 

子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学

校給食の一層の普及を促進するとともに、十分な給食の時間の確保及び食事マナー等の

指導内容の充実を図る。また、各教科等においても学校給食が「生きた教材」として活

用されるよう献立内容の充実を図る。 

望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心を高め理解を深めるとともに、

地産地消を進めていくため、生産者団体等と連携し、安定的な納入体制を構築の上、学

校給食における地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普及・定着を図りつつ、地域

の生産者の苦労や産物に関する情報等を子どもに伝達し、感謝の心をはぐくむ等教育に

いかす取組を促進する。 

さらに、子どもの食習慣の改善等に資するため、生産者と学校給食関係者との情報交

換会の開催等を推進する。 

（食育を通じた健康状態の改善等の推進） 

栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医等と連携して、保護者の理解と協力の下に、

子どもへの指導において、過度の痩身や肥満が心身の健康に及ぼす影響等健康状態の改

善等に必要な知識を普及するとともに、食物アレルギー等食に関する健康課題を有する

子どもに対しての個別的な相談指導を行うなど望ましい食習慣の形成に向けた取組を推

進する。 

（略） 
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ア 小・中学生の通学方法 

小学生は原則徒歩による通学，中学生は原則徒歩または自転車による通学 

※自転車通学については，地理的条件や距離等により各学校で基準を設定している。 

※遠距離通学に係り，電車，バス等を利用する際の交通費については，補助制度あ

り。 

 

イ 遠距離通学費補助について 

福山市では統廃合に係る小学校または中学校の遠距離通学児童・生徒について通学

費の補助を行っている。 

 

Ⅰ バス 

(ⅰ) 対象：統廃合に係る小学校または中学校の遠距離通学児童・生徒  

学校名 通学区域 対象学年等 

有磨小学校 柞磨地区で通学距離 4km 以上の区域 全学年 

山野小学校 
大谷・七谷・木割谷・押谷地区で通学距離 4km 以上の区域 

山野北小学校地区で通学距離 4km 以上の区域 
全学年 

加茂小学校 姫谷・高山・百谷・北山地区で通学距離 4km 以上の区域 全学年 

加茂中学校 姫谷・高山・百谷地区で通学距離 6km 以上の区域 全学年 

(ⅱ) 補助額 

同一世帯の一人目はバス定期代金の１/２，二人目は，２/３，三人目は，５/６ 

※学校を通じて保護者に支給 

  (ⅲ) 補助対象者数（２０１３年度（平成２５年度）） 

   １０人（有磨小６人，加茂小３人，加茂中１人） 

 

Ⅱ タクシー 

バス路線が廃止された場合は，タクシー送迎を行っている。 

(ⅰ) 対象：統廃合に係る小学校または中学校の遠距離通学児童・生徒  

→熊野小学校在籍の寺迫地区児童，中条小学校在籍の三谷地区児童 

資料９ ○児童生徒の通学状況 
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(ⅱ) 補助額 

     入札で決定した業者に委託料を支払う。 

(ⅲ) 補助対象者数（２０１３年度（平成２５年度）） 

１０人（熊野小３人，中条小７人） 

 

 

 

 

 

 




























